
廃棄する場合、意見聴取 

条例第 12 条第 7項（第 4項準用）

重点適正化区域

条例第 8条

６ヶ月 

経 過 

船舶移動

条例第 11 条 

保 管 

条例第 12 条 
第 1項、第 2項 

保管船舶 

処理委員会 

（第３回） 

条例第 13 条 

保管船舶処理の流れ 

第４回保管船舶処理委員会 

１ 目  的 保管船舶の処理に関する審議（築地川適正化関連船舶・２回目） 

２ 議  事 買受人のつかない保管継続中船舶の「廃棄」の可否 

３ 根拠法令 東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例第 12 条第 7項において準用する第 4項 

「船舶を廃棄しようとするときは、（略）保管船舶処理委員会の意見を聴かなければならない。」 

４ 委員構成 平成 25 年 12 月 1 日付で委嘱した委員（第３回委員会と同）。任期２年。 

５ 委 員 会 委員の過半数の出席で開会。議事は出席議員の過半数で決する。 

平成２７年５月

東京都建設局 

評 価 

条例第 12 条 
第 3項、第 6項 

廃棄決定 

・本来の用途に供することが困難 

 →船舶としての堪航性を喪失 

・価格が著しく低い 

 →船舶としての価値がない 

○廃棄できる場合の要件 

（条例第 12 条第 6項） 

保管費用 評価額

売却決定 

保管船舶 

処理委員会 

（第４回） 

条例第 13 条 

買受人なし

売却する場合、意見聴取 

条例第 12 条第 4項 

廃棄する場合、意見聴取 

条例第 12 条第 7項（第 4項準用） 

売却実施 

○売却できる場合の要件 

（条例第 12 条第 3項） 

＜ 保管費用評価額

鑑 定

規則第 8条 

廃棄済 


